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令和 4年度税制改正により，記帳水準の向上に資する観点から，
記帳義務の適正な履行を担保し，帳簿の不保存や記載不備を未然
に抑止するため，過少申告加算税及び無申告加算税の加重措置が
講じられた。また，簿外経費の主張や虚偽の書類の提出といった
調査妨害的な行為を防止するため，仮装行為がある事業年度等に
おいて主張する簿外経費の額は損金の額に算入しない措置が設け
られた。
また，平成28年度税制改正においては，短期間に繰り返して無申
告又は仮装，隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置が導入され
たが，令和 5年度税制改正では，これを強化する見直し，あわせ
て高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げが行われ
た。
これらは，悪質な納税者への制裁を強化し，善良な納税者の公平
感を損なう恐れのあるものを未然に抑止する観点からの見直しで
あり，納税コンプライアンスを高めることを目的としている。
本特集では，こうした近年の改正を確認し，加算税制度の趣旨と
目的を明らかにする。
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Ⅰ 加算税の沿革

　戦後（昭和22年度），所得税，法人税そし
て相続税の直接国税において，「申告納税制
度」が採用され，それに伴って「加算税制度」
の前身である「追徴税制度」が，申告納税制
度の担保的機能と納税義務の履行者とそうで
ない者との負担の公平の見地から導入され
た（1）。したがって，申告納税制度を導入す
る昭和22年以前は，課税庁が課税標準と税額
を決定する「賦課課税制度」を採用していた
ことから，追徴税（加算税）制度のようなも
のはなかった（2）。
　戦前においては，課税庁が租税について，
決定・徴収していたのであるが，このときに
おいては，「期限内に納付されない（滞納）」
ことと「税金をごまかす（脱税）」ことの 2
つに対し，「滞納防止」と「脱税防止」を目
的として，それぞれ「延滞金」と「刑罰」の
制度があった（3）。
　この延滞金（日歩 3銭）は，明治44年12月
7 日に設けられたが，加算税のような制裁的

　 はじめに

　ここ何年間，加算税の税制改正が相次いで
いる。すなわち，平成28年度では「期限後申
告等の加算税の取扱い」，令和 2年度では「国
外財産調書制度と加算税の軽減・加重・罰則」，
令和 3年度では「電磁的記録に係る重加算税
の規定」，令和 4年度では「隠蔽・仮装と『必
要経費の否認』『損金不算入』」，そして，令
和 5年度では「無申告加算税等の見直し」等
が行われた。
　加算税制度は，申告義務等の適正な履行を
確保し，ひいては申告納税制度等の定着を目
的とする特別の経済的負担（ペナルティ）で
ある。このように，加算税制度は，申告納税
制度を維持するために設けられたものである
が，その目的・趣旨と近年の加算税の改正が
一致しているか否かは，定かではない。
　本稿では，加算税制度の沿革と目的を考察
しながら，納税義務の不履行に伴うペナル
ティの在り方について，近年の加算税の改正
も含めて，検討したい。

特集 1加算税制度の沿革と目的

八ツ尾順一◉大阪学院大学法学部教授

（ 1）武田昌輔監修『DHCコンメンタール国税通則法第 2巻』3526頁（第一法規，加除式）
（ 2）石倉文雄「加算税制度の沿革と目的」『日税研論集Vol.13』 4 頁（日本税務研究センター，1990）
（ 3）八ツ尾順一『（第 7版）事例からみる重加算税の研究』11頁（清文社，2022）
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段階制（ 5 ％及び10%）が導入された。すな
わち，不足税額が，期限内申告税額又は50万
円のいずれか多い金額を超えるような場合に
は，その超える部分については，より高い（10
％）割合を課せられることになった。その趣
旨は，申告漏れの大きさによって，加算税の
負担に差を設け，申告水準の維持向上を図る
ためといわれている（4）。
　昭和62年の改正では，過少申告加算税の割
合が， 5％から10％に引き上げられるととも
に，加重される部分の割合も10％から15％に
引き上げられた。重加算税も同様に，それぞ
れ 5 %ずつ引き上げられ，35％及び40%と
なった。無申告加算税の割合も10％から15％
に引き上げられた。
　昭和63年12月に消費税法が制定され，消費
税についても，申告納税制度が導入されたこ
とにより，課税資産の譲渡等に係る消費税に
ついては，過少申告加算税又は無申告加算税
が課されることになったが，重加算税につい
ては，「通告処分制度」（間接国税犯則者に対
する簡易な処罰手続）があることから，適用
されなかった。
　なお，平成29年度税制改正によって，申告
納税方式が適用される酒税等の間接国税につ
いては，その逋脱等について，通告処分の対
象から除外するとともに，関税法12条の 4の
規定にならい，重加算税制度が導入された。
すなわち，酒税等の間接国税について重加算
税の適用対象外とする国税通則法68条 5 項を
削除することにより，申告納税方式が適用さ
れる酒税等の間接国税についても，重加算税
の適用対象となった（国通法68①②④）。

な制度ではなかった。
　昭和25年 4 月から「追徴税制度」が廃止さ
れ，以下の「加算税額」が設けられた。
①過少申告加算税額 ④過少納付加算税額
②無申告加算税額 ⑤軽加算税額
③源泉徴収加算税額 ⑥重加算税額

　上記①から⑥の加算税については，各税目
にそれぞれ次の規定が設けられた。

税　目 加算税
申告による所得税，法人
税，相続税，贈与税

①過少申告加算税額，②
無申告加算税額，⑥重加
算税額

源泉徴収による所得税 ③源泉徴収加算税額，⑥
重加算税額

有価証券取引税，通行税 ⑤軽加算税額，⑥重加算
税額

再評価税 ①過少申告加算税額，②
無申告加算税額，④過少
納付加算税額，⑥重加算
税額

　なお，間接国税については，申告納税制度
が採られていなかったので，加算税額の制度
はなかった。
　昭和37年の国税通則法の制定に当たって，
「加算税額」を「加算税」とし，その制度も
統一化して，「過少申告加算税」「無申告加算
税」「不納付加算税」及び「重加算税」とした。
これらの加算税の課税額（税率）は，次のと
おりである。
過少申告加算税 不足税額の 5%
無申告加算税・不納
付加算税

納付本税額の10%（但し，自
発的申告又は納付があった場
合 5％に軽減）

重加算税 仮装又は隠蔽に係る本税額の
30%（無申告加算税・不納
付加算税は35％）

　重加算税と他の加算税とは，同一の基礎税
額に対して併課されないこととなった。
　昭和59年の改正では，過少申告加算税の二

（ 4）八ツ尾・前掲注（ 3）15頁



ZEIKEN-2023.7（No.230）28

Ⅱ 近年の加算税の改正

　ここでは，平成28年度税制改正以降の加算
税に係る改正内容を確認することとする。

1 　期限後申告等の加算税の取扱い（平成
28年度税制改正）

　平成28年度税制改正によって，調査の事前
通知以後，かつ，その調査があることにより
更正又は決定があるべきことを予知する前に
された修正申告に基づく過少申告加算税の割
合（改正前： 0 %）については， 5 %（期限
内申告税額と50万円のいずれか多い額を超え
る場合，その部分は10％）とし，期限後申告
又は修正申告に基づく無申告加算税の割合
（改正前： 5 %）については，10%（納付す
べき税額が50万円を超える場合，その部分は
15%）とされた（国通法65①②⑤，66①②⑥）。
もともと，事前通知後に多額の修正申告又は
期限後申告を行う納税者を保護する必要はな
く，また，当初申告のコンプライアンスを高
める観点からこのような加算税が創設され
た。
　更に，期限後申告等があった場合において，
その期限後申告等があった日の前日から起算
して 5年前の日までの間に，その期限後申告
等に係る税目について，無申告加算税又は重
加算税を課されたことがあるときは，その期
限後申告等に基づき課する無申告加算税の割
合（15%，20%）又は重加算税の割合（35％，
40%）について，それぞれ10%加算する（国
通法66④，68④）。過去において，繰り返して，
無申告を行ったり，隠蔽仮装を行う者（悪質

な納税者）に対して，罰則を重くするという
趣旨である（5）。

2 　国外財産調書制度と加算税の軽減・加重・
罰則（令和 2年度税制改正）

　「国外情報の収集」を目的とする国外財産
調書制度の導入によって，居住者の国外財産
の情報提供の有無に対して，課税の強化が行
われ，以下の過少申告加算税の加重（ムチ）・
軽減（アメ）の措置が講じられた（6）。
①国外財産調書の提出がある場合の過少申告
加算税等の軽減措置
　国外財産調書を提出期限内に提出した場
合には，国外財産調書に記載がある国外財
産に係る所得税及び復興特別所得税・相続
税の申告漏れが生じたときであっても，そ
の国外財産に係る過少申告加算税又は無申
告加算税が 5 %軽減される（国外送金等調
書法 6①）。
②国外財産調書の提出がない場合等の過少申
告加算税等の加重措置
　国外財産調書の提出が提出期限内にない
場合又は提出期限内に提出された国外財産
調書に記載すべき国外財産の記載がない場
合（重要なものの記載が不十分なものを含
む）に，その国外財産に係る所得税及び復
興特別所得税・相続税の申告漏れが生じた
ときは，その国外財産に係る過少申告加算
税等が 5 %加重される（国外送金等調書法
6③）。

③国外財産調書に記載すべき国外財産に関す
る書類の提示又は提出がない場合の過少申
告加算税等の軽減措置及び加重措置の特例
　国外財産に係る所得税・相続税の調査に
関し修正申告等があり，過少申告加算税等

（ 5）財務省『平成28年版改正税法のすべて』874頁（大蔵財務協会，2016）
（ 6）財務省『令和 2年版改正税法のすべて』793頁（大蔵財務協会，2020）
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の適用のある者がその修正申告等の前まで
に，国外財産調書に記載すべき国外財産の
取得，運用又は処分に係る書類として財務
省令に定める書類の提示又は提出を求めら
れた場合に，その日から60日を超えない範
囲内で，提示等の準備に通常要する日数を
勘案して指定された日までに提示等がな
かったときは，次の「A」及び「B」のよ
うになる（国外送金等調書法 6⑦）。
「A→提示あり」　�上記①の軽減措置が適

用される。
「B→提示なし」　�上記②の加重措置は，

5 %から10%に変更さ
れる。

④正当な理由のない国外財産調書の不提出等
に対する罰則
　国外財産調書に偽りの記載をして提出し
た場合，又は国外財産調書を正当な理由が
なく提出期限内に提出しなかった場合に
は， 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられる。ただし，提出期限内に提出
しなかった場合については，情状により，
その刑が免除されることがある（国外送金
等調書法 6，10）。

3 　電磁的記録に係る重加算税の規定（令和
3年度税制改正）

　取引の相手から受領した書類等について，
電子的に保存（スキャナ保存・電磁的記録の
保存）が行われている場合には，紙によって
その書類等を保存する場合と比して，複製・
改ざんが容易であることに鑑みて，それを防
止する意味で，電磁的記録に記録された事項
に関して，「隠蔽・仮装」が行われた場合に
重加算税を加重することとなった（7）。

　所得税・法人税の根拠規定は，「電子計算
機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保
存方法等の特例に関する法律（電子帳簿保存
法）」で，消費税は「消費税法59条の 2」（電
磁的記録に記録された事項に関する重加算税
の特例）に基づいている。
　すなわち，電子帳簿保存法では，所得税及
び法人税のみ重加算税を10%加重する対象と
しているため，消費税は，別途，同様の規定
を消費税法で規定することになったのであ
る。
　したがって，以下のように，①から③を合
計すると，重加算税は，55％（無申告の場合
は60％）という極めて高い税率になる。
①通常課される重加算税（国通法68①）

…35％（無申告40%）
②過去 5年以内に無申告・重加算税（国通法68④）

…10％
③電磁的記録に係る重加算税（消法59の 2）

…10％

4 　「隠蔽・仮装」と「必要経費の否認」・「損
金不算入」（令和 4年度税制改正）

　隠蔽・仮装と「必要経費の否認」・「損金不
算入」の規定の趣旨について，税制調査会で
寺崎主税局調査課長は，次のように答弁して
いる（8）。
　「税務調査の現場において、証拠書類を提
出せずに簿外経費を主張される方がおられる
場合、税務当局は経費の不存在を立証する必
要があり非常に負担であるといった御指摘が
ございました。このような御指摘を踏まえて、
取引の存在が、帳簿書類等から明らかではな
く、かつ反面調査などにおいても明らかにさ
れないような場合は、必要経費不算入・損金
不算入とするといった見直しを行います。」

（ 7）財務省『令和 3年版改正税法のすべて』983頁（大蔵財務協会，2021）
（ 8）税制調査会（第 7回総会）議事録 6頁・令和 4年 1月20日
https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/3zen7kaigiji.pdf（2023. 4 . 5 確認）
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　このように，適正な記帳や帳簿保存が行わ
れていない納税意識の低い納税者について
は，真実の所得把握に係る税務当局の執行コ
ストが多大であり，また，行政制裁等を適用
する際の立証に困難を伴う場合も存すること
から，以下の規定が設けられた（9）。
①所得税
　不動産所得，事業所得若しくは山林所得を
生ずべき業務を行う者又は雑所得を生ずべき
業務を行う者でその年の前々年分の当該雑所
得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円
を超えるものが，隠蔽仮装行為に基づき確定
申告書を提出し，又は提出しなかった場合に
は，一定の場合を除き，売上原価，費用等は，
これらの所得の金額の計算上，必要経費の額
に算入しない（所法45③）。
②法人税
　法人が，隠蔽仮装行為に基づき確定申告書
を提出し，又は提出しなかった場合には，こ
れらの確定申告書に係る事業年度の原価の額
（資産の取得に直接要した一定の額を除く。），
費用の額及び損失の額は，一定の場合に該当
する当該原価の額，費用の額又は損失の額を
除き，その法人の各事業年度の所得の金額の
計算上，損金の額に算入しない（法法55③）。
　なお，上記の「一定の場合」（上記下線）
とは，次の事項である。
・保存する帳簿書類等により当該費用の額が
生じたことが明らかである場合
・保存する帳簿書類等により当該費用の額に
係る取引の相手先が明らかである場合その
他当該取引が行われたことが明らかであ
り，又は推測される場合であって，反面調
査等により税務署長がその費用の額が生じ
たと認める場合

　この規定の適用要件は，次の①から③であ
る。

①隠蔽・仮装の申告又は無申告であること。
②簿外経費であること。
③経費の支出を書類等で証明できないこと。

5 　無申告加算税の見直し（令和 5年度税制
改正）

【規定の趣旨】
　社会通念に照らして申告義務を認識し
ていなかったとは言い難い規模の高額無
申告について，納税額（増差税額）が
300万円を超える部分のペナルティとし
て無申告加算税の割合を30%に引き上げ
る（10）。

　無申告加算税の割合について，納付すべき
税額が300万円を超える部分に対する割合を
30%にする。更正予知する前にされた期限後
申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割
合については，納付すべき税額が300万円を
超える部分に対する割合を25%とする。なお，
納税者の責めに帰すべき事由がない場合に
は，所要の措置を講じる（国通法66）。

300万円超 30％
納付
すべき
税額

50万円超～
300万円以下 20％ 無申告加算税

50万円以下 15％

（更正予知前）

300万円超 25%
納付
すべき
税額

50万円超～
300万円以下 15％ 無申告加算税

50万円以下 10％

（ 9）財務省『令和 4年版改正税法のすべて』82，320頁（大蔵財務協会，2022）
（10）財務省「令和 5年度税制改正」13頁（2023. 3 ）
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei23_pdf/zeisei23_all.pdf（2023. 5 .25確認）
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【規定の趣旨】
　繰り返し行われる悪質な無申告行為を
未然に抑止し，自主的に申告を促し，納
税コンプライアンスを高める観点から，
前年度及び前々年度の国税について，無
申告加算税又は重加算税（無申告）を課
される者が行う更なる無申告行為に対し
て課される無申告加算税又は重加算税
（無申告）を10%加重する（11）。

　過去に無申告加算税又は重加算税を課され
た場合にその無申告加算税又は重加算税の割
合を10％加重する措置の対象に，前年度

4 4 4

及び
前々年度
4 4 4 4

の国税の税目について，無申告加算
税若しくは無申告加算税に代えて課される重
加算税を課されたことがあるときを含める
（国通法66，68）。

●（無申告の場合）　→　30%（25％）
� （　　）内は，納税額が50万円以下の部分
●（重加算税（無申告））　→　50%

Ⅲ 加算税の目的

　金子宏教授（12）は，「加算税は、納税者のコ
ンプライアンスの水準を高めて、申告納税制
度および徴収納付制度の定着と発展を図るた
め、申告義務および徴収納付義務が適正に履
行されない場合に課される附帯税である」と
いい，更に「そこで、申告義務および徴収納
付義務の違反に対して特別の経済的負担を課
すことによって、それらの義務の履行の確保
を図り、ひいてはこれらの制度の定着を促進
しようとしたのが、加算税の制度である。」

とその目的を述べている。
　思うに，行政罰である加算税には，「現実
のペナルティの負担」と適正な申告をしなけ
れば加算税が課される可能性が生じるという
納税者に対する「心理的な効果」がある。こ
の「心理的な効果」については，現実の税務
調査の実調率が大きく影響する。そして，近
年のコロナ禍における税務調査の実調率の低
下傾向は，納税者に対して，税務調査が頻繁
に行われるものではないという，安堵感を与
え，加算税の「心理的な効果」を減じている
ように思われる。
　なお，加算税の目的は，納税者のコンプラ
イアンスを高め，「申告納税制度」と「徴収
納付制度」を定着させることで，その目的を
達成するために，どこまで加算税を加重（又
は軽減）すべきものなのか，検討を要する。
　納税者のコンプライアンスを高めるために
は，柿原勝一氏（13）は，「納税者の自発的な税
務コンプライアンスの維持・向上には、納税
者の立場を尊重し規範意識を助長することを
基本としながら、適正な義務履行をサポート
する体制の整備が必要である。」とし，具体
的には「周知広報を徹底し、予見可能性を高
める必要があるとともに、執行では裁量性が
増えることがないよう運用することが必要で
ある」と述べている。
　課税実務では，加算税，特に重加算税につ
いて，納税者と課税庁の間で，交渉が行われ，
そこに「裁量性」という問題が生じる。例え
ば，税務調査による増差額と，それに係る重
加算税について，しばしば，両者で「交渉」
が始まり，重加算税を課されたとしても，増
差額を減らし，その結果，全体として，税負
担が少なくなるのであれば，納税者は重加算

（11）財務省・前掲注（10）13頁
（12）金子宏『租税法（第24版）』904頁（弘文堂，2021）
（13）柿原勝一「加算税制度が納税者の税務コンプライアンスに及ぼす影響」税務大学校論叢105号79頁（2022. 6 ）
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税を課されても不服申立はしないであろう。
しかし，このような「交渉」は，納税者のコ
ンプライアンスにとってマイナスである（14）。
その意味では，合法性の原則を守ることが，
納税者のコンプライアンスの維持・向上に不
可欠であるといえる。
　近年の加算税の度重なる改正は，前述した
ように加算税そのものを複雑化し，それが全
体的な観点から，どのような（複合的な）効
果をもたらすのか，明らかではない。加算税
の役割は，その賦課決定によって税収を得る
ということではなく，適正に申告を行うよう
に導くことであるから，納税者が納得できる
明確な「加算税の制度」でなければならない。

おわりに

　近年，加算税の改正が毎年行われているが，
その効果は，本来の加算税の目的と必ずしも
一致していないように思われる。納税者のコ
ンプライアンスを高めるためには，加算税の
制度そのものを納税者に理解してもらうこと
が必要で，加算税の複雑化は，逆に，加算税
の目的を曖昧にしている。その意味では，枝
を継ぎ合わせるような加算税の改正をせず
に，加算税の制度そのものを体系的に再構築
（簡素化）することによって，その内容を明
確にし，納税者のコンプライアンスを高める
ことが必要である。そして，過重な加算税の
賦課は，必ずしも納税者が納得するものでは
なく，逆に，コンプライアンスに悪い影響を
与える可能性があることを認識すべきであ
る。

（14）最高裁昭和49年 9 月 2 日判決（最高裁判所民事判例集28巻 6 号1033頁）は「納税義務の成立、内容は、も
つぱら法律がこれを定めるものであつて、課税庁側と納税者側との間の合意又は納税者側の一方的行為によ
つて、これを動かすことはできないというべきである。」と述べている。
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の確保の観点から，国外財産に関する情報の
的確な把握への対応として，諸外国の例も参
考にしつつ，納税者本人から国外財産の保有
について申告を求める仕組みとして「国外財
産調書制度」が創設されたものであるが（1），
それと併せて，適正な調書提出に向けたイン
センティブ措置として，過少申告加算税等の
軽減措置ないし加重措置の特例が設けられた
のである（2）（ 3）。
　軽減措置としては，国外財産に係る所得税
又は相続税に関し過少申告による修正申告書
の提出又は更正（以下「修正申告等」という。）
があり，過少申告加算税の適用がある場合に
おいて，提出期限内に提出された国外財産調
書にその修正申告等の基因となる国外財産に
ついての記載があるときは，その修正申告等
につき課される過少申告加算税の額について
は，その「国外財産に係る事実」に基づく本
税額の 5％に相当する金額を控除した金額と
することとされている（国外送金法 6①）。
　また，加重措置としては，国外財産に係る
所得税又は相続税に関し過少申告による修正
申告等があり，過少申告加算税の適用がある
場合において，①提出期限内に国外財産調書

　 はじめに

　加算税制度は近年度々改正されている。本
稿では，従来の加算税制度の趣旨に変容がみ
られるのではないかという視角から，改正内
容を概観するとともに，その先にみえる加算
税制度の今後の展開について考えてみたい。
また，今後の議論についても若干の言及をす
ることとする。

Ⅰ 近年の改正概観

1 　国外財産調書制度
　平成24年度税制改正において，内国税の適
正な課税の確保を図るための国外送金等に係
る調書の提出等に関する法律（以下「国外送
金法」という。）による特例として，同法 6
条�国外財産に係る過少申告加算税又は無申
告加算税の特例�に過少申告加算税に関する
特則が設けられた。
　これは，平成24年 3 月，適正な課税・徴収

特集 2近年の改正の傾向と
今後の議論
酒井克彦◉中央大学法科大学院教授

（ 1）吉沢浩二郎ほか『改正税法のすべて〔平成24年版〕』616頁〔金澤節男ほか執筆〕（大蔵財務協会2012）。
（ 2）武田昌輔監修『DHCコンメンタール国税通則法〔 2〕』3545の 6 頁（第一法規加除式）。
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2 　電子帳簿保存制度
　令和 3年度税制改正において，電子計算機
を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存
方法等の特例に関する法律（以下「電子帳簿
保存法」という。） 8条�他の国税に関する
法律の規定の適用� 4項に過少申告加算税の
特例が設けられた。
　同年度税制改正により，国税関係帳簿書類
の電磁的記録等による保存等の要件が大幅に
緩和されたが，記帳水準の向上に資する観点
から，事後検証可能性の高い改正前の電子帳
簿保存法の要件を満たす電子帳簿について
は，いわば経理誤りを是正しやすい環境を自
ら整えているものといえるため，他の最低限
の要件のみを満たす電子帳簿との差別化を図
り，その普及を進めていく必要がある。そこ
で，その改正前の電子帳簿保存法の要件に相
当する要件を満たした電子帳簿については，
「優良な電子帳簿」と位置付けて，その電子
帳簿に記録された事項に関して修正申告等が
あった場合であっても，その申告漏れについ

の提出がない場合，又は②提出された国外財
産調書にその修正申告等の基因となる国外財
産についての記載がない場合のいずれかに該
当するときは，その過少申告加算税の額の計
算の基礎となるべき本税額の 5％に相当する
金額を加算した金額とすることとされている
（国外送金法 6③）。
　加えて，国外転出をする場合の譲渡所得等
の特例の創設に伴い，国外送金法 6条の 2 �
�財産債務調書の提出�は，その年分の総所
得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万
円を超え，かつ，その年の12月31日において
その価額の合計額が 3億円以上の財産又はそ
の価額の合計額が 1億円以上の国外転出特例
対象財産（所法60の 2 ①～③）を有する者に
対して，翌年 6月30日までに，財産債務調書
の提出義務を課している（国外送金法 6の
2）。かかる制度のインセンティブ措置とし
て，過少申告加算税の軽減措置又は加重措置
の特例が設けられている（国外送金法 6の
3）。

（ 3）なお，その際，国外財産に係る所得税又は相続税に関し修正申告等があり，過少申告加算税の適用がある
居住者が，その修正申告等があった日前に，国税庁，国税局又は税務署の当該職員から国外財産調書に記載
すべき国外財産の取得，運用又は処分に係る一定の書類（その電磁的記録を含む。）又はその写しの提示又は
提出を求められた場合において，その提示又は提出を求められた日から60日を超えない範囲内でその提示又
は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき
（その居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。）における国外財産調書の提出がある場合の過少申告
加算税の軽減措置又は加重措置の適用については，次のとおりとされる（国外送金法 6⑦）。
①　国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税の軽減措置は，適用しない（国外送金法 6⑦一）。
②�　国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置については，その加算する割合は10%
（この特例の適用前の加算割合：5 %）とされる。ただし，次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には，
その加算する割合は 5 %（この特例の適用前の加算割合：なし）とされる（国外送金法 6⑦二）。
（ⅰ�）提出期限内に国外財産調書の提出がないことについて，その提出期限の属する年の前年の12月31日に
おいて相続国外財産（相続又は遺贈により取得した国外財産をいう（国外送金法 5②）。以下同じ。）を
有する者（その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産（相続国外財産を除く。）を有する者を除く。）
の責めに帰すべき事由がない場合

（ⅱ�）国外財産調書に記載すべきその修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合（重
要な事項の記載が不十分であると認められる場合を含むものとし，その相続国外財産を有する者の責め
に帰すべき事由がない場合に限る。）

　なお，かかる措置は，無申告加算税についても設けられている。
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て課される過少申告加算税の額を軽減するイ
ンセンティブ措置が併せて設けられた（4）。
　具体的には，一定の国税関係帳簿に係る電
磁的記録の備付け及び保存又はその電磁的記
録の備付け及び電子計算機出力マイクロフィ
ルム（COM）による保存が，国税の納税義
務の適正な履行に資するものとして一定の要
件を満たしている場合におけるその電磁的記
録又はCOM（一定の日以後引き続きその要
件を満たして備付け及び保存が行われている
ものに限る。）に記録された事項に関し修正
申告等があった場合の過少申告加算税の額に
ついては，通常課される過少申告加算税の金
額からその修正申告等に係る過少申告加算税
の額の計算の基礎となるべき税額（その税額
の計算の基礎となるべき事実でその修正申告
等の基因となるその電磁的記録又はCOMに
記録された事項に係るもの以外のもの（以下

「電磁的記録等に記録された事項に係るもの
以外の事実」という。）があるときは，その
電磁的記録等に記録された事項に係るもの以
外の事実に基づく税額を控除した税額）の 5
％に相当する金額を控除した金額とすること
とされている（電子帳簿保存法 8④）（ 5）。
　ただし，これは，「優良な電子帳簿」を促
進するためのインセンティブ措置であるた
め，その税額の計算の基礎となるべき事実で
隠蔽し，又は仮装されたものがあるときは，
適用しないこととされている（電子帳簿保存
法 8④ただし書）。

Ⅱ 加算税制度の趣旨の変容

1 　加算税制度の意義
　金子宏東京大学名誉教授は，加算税を「納

（ 4）石井隆太郎ほか『改正税法のすべて〔令和 3年版〕』971頁〔藤㟢直樹ほか執筆〕（大蔵財務協会2021）。
（ 5）なお，この措置については，令和 5年度税制改正において，上記の「優良な電子帳簿」に係る過少申告加
算税の軽減措置の対象となる申告所得税及び法人税に係る優良な電子帳簿の範囲を一定の帳簿に限定するこ
ととしている。これは，対象範囲となる電子帳簿の範囲を縮小することによる緩和策である。すなわち，現
行法の優良な電子帳簿が，①仕訳帳，②総勘定元帳及び③その他の14種類の全ての帳簿とされていたものに
つき，これを緩和し，①仕訳帳，②総勘定元帳及び③売上げ・仕入れ・売掛金・買掛金・手形・有価証券・
減価償却資産・繰延資産に関する帳簿のみとしたのである。すなわち，具体的には次の帳簿が対象となって
いる（「令和 5年度税制改正の大綱」（令和 4年12月23日閣議決定）81頁）。
①　仕訳帳
②　総勘定元帳
③�　次に掲げる事項（申告所得税に係る優良な電子帳簿にあっては，ニに掲げる事項を除く。）の記載に係る
上記①及び②以外の帳簿
イ　手形（融通手形を除く。）上の債権債務に関する事項
ロ　売掛金（未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。）その他債権に関する事項（当座
預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く。）
ハ　買掛金（未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。）その他債務に関する事項
ニ　有価証券（商品であるものを除く。）に関する事項
ホ　減価償却資産に関する事項
ヘ　繰延資産に関する事項
ト　売上げ（加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するもの等を含む。）その他収入に関
する事項
チ　仕入れその他経費又は費用（法人税に係る優良な電子帳簿にあっては，賃金，給料手当，法定福利費
及び厚生費を除く。）に関する事項



ZEIKEN-2023.7（No.230）36

税者のコンプライアンスの水準を高めて、申
告納税制度および徴収納付制度……の定着と
発展を図るため、申告義務および徴収納付義
務が適正に履行されない場合に課される附帯
税である」と説明される（6）。また，「加算税
は、刑事制裁と異なり、申告義務および徴収
納付義務の適正な履行を確保し、ひいては申
告納税制度および徴収納付制度の定着を図る
ための特別の経済的負担」であるともされ
る（7）。不納付加算税をも念頭に置くと徴収
納付制度の定着や発展という意味が含意され
ている点については理解しやすいが，本稿で
は申告に係る加算税を念頭に置くこととし，
金子教授の論じられるところに従えば，申告
納税制度との関わりに関心を寄せたい。
　このように申告納税制度の維持発展という
視角は，過去における最高裁判例の示してき
た加算税制度の理解にも合致するところであ
ると思われる。
　例えば，最高裁平成18年10月24日第三小法
廷判決（民集60巻 8 号3128頁）は，「過少申
告加算税は、過少申告による納税義務違反の
事実があれば、原則としてその違反者に対し
て課されるものであり、これによって、当初
から適正に申告し納税した納税者との間の客
観的不公平の実質的な是正を図るとともに、
過少申告による納税義務違反の発生を防止
し、適正な申告納税の実現を図り、もって納
税の実を挙げようとする行政上の措置であ
る。〔下線筆者〕」とする（8）（ 9）。
　重加算税の性質についてはどうであろう

か。例えば，最高裁昭和45年 9 月11日第二小
法廷判決（刑集24巻10号1333頁）は「国税通
則法六八条に規定する重加算税は、同法六五
条ないし六七条に規定する各種の加算税を課
すべき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺい
し、または仮装する方法によつて行なわれた
場合に、行政機関の行政手続により違反者に
課せられるもので、これによつてかかる方法
による納税義務違反の発生を防止し、もつて
徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上
の措置〔下線筆者〕」とする。また，最高裁
平成17年 1 月17日第二小法廷判決（民集59巻
1 号28頁）は，「重加算税は、高率の加算税
を課すことによって、隠ぺい・仮装による納
税義務違反行為を防止し、徴税の実を挙げよ
うとする趣旨に出た行政上の一種の制裁措置
である。〔下線筆者〕」とする。なお，最高裁
平成18年 4 月20日第一小法廷判決（民集60巻
4 号1611頁）は，「重加算税の制度は、納税
者が過少申告をするにつき隠ぺい又は仮装と
いう不正手段を用いていた場合に、過少申告
加算税よりも重い行政上の制裁を課すことに
よって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、
もって申告納税制度による適正な徴税の実現
を確保しようとするものである。〔下線筆者〕」
として悪質性にまで踏み込んでいる。
　かように，それが制裁的意義を有するもの
かあるいは単なる行政上の措置（10）として性
格付けるかはともかくとして（11），過少申告
加算税にしても，重加算税にしても，申告納
税制度の維持発展を担保しようとする趣旨に

（ 6）金子宏『租税法〔第24版〕』904頁（弘文堂2021）。
（ 7）金子・前掲注（ 6）905頁。
（ 8）最高裁第三小法廷が同日に示したその他の判決（税資256号順号10536など）においても同旨。同旨の下級
審判断は多い。例えば，東京地裁平成14年 1 月22日判決（訟月50巻 6 号1802頁）は，「通則法の定める加算税
制度の趣旨は、適法な申告をしない者に対し所定の率の加算税を課すことによって納税義務違反行為の発生
を防止し、もって申告納税制度の信用を維持しその基礎を擁護するところにある」とする。

（ 9）最高裁平成18年11月16日第一小法廷判決（集民222号243頁）なども同様。
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出た制度であるということができよう。すな
わち，「適正な申告納税の実現を図り、もっ
て納税（徴税）の実を挙げようとする」もの
で，納税義務違反の発生を防止しようとする
制度であるということを確認することができ
る。
　このように，加算税制度は納税義務違反の
発生を防止し，適正な徴税の実現を確保しよ
うとするものとして理解されてきたのであ
る。
　しかしながら，前述のとおり，近時の加算
税を取り巻く税制改正を概観すると，果たし
て，このような加算税の制度趣旨が貫徹され
ているかについては不安を覚えるところであ
る。

2 　近時の改正の特徴
（1）複雑化・意義の変容
　上述のとおり，近時の加算税制度に係る税
制改正の傾向としては，まずは複雑化を挙げ
ることができよう。それと同時に，加算税制
度の意義が変容してきているという点にも関
心を寄せたい。複雑化の理由は，次に述べる
とおり，加算税制度の対象が拡大してきてい
る点が挙げられる。また，申告納税制度の定
着のためのアメとムチのうちの「ムチ」の役
割を担ってきたのが加算税制度であったとこ
ろ，「国外財産調書を提出していれば」とか，
「優良な電子帳簿を作成していれば」といっ

た場合に加算税が軽減されるという制度設計
が盛り込まれている。これは，いわばペナル
ティ制度内に宥恕的な取扱いを施すことに
よって国外財産調書制度の定着を図ろうとす
るものであるし，電子帳簿保存法にいう優良
な電子帳簿の導入を促そうとするものであ
る。すなわち，ペナルティが軽減されるとい
う意味におけるインセンティブ装置である。
いわばムチの中にアメを用意したといっても
よかろう。
（2）ペナルティ内インセンティブ
　申告納税制度の維持や発展のための装置と
して過少申告加算税と無申告加算税があり，
源泉徴収制度の維持や発展のための装置とし
て不納付加算税が用意されてきたのである
が，上記に示した近時の加算税制度はどうで
あろうか。国外財産調書制度を維持し，かか
る制度の発展のための装置としての意義を加
算税制度は含有することになったのである。
国外財産調書制度は法定調書の拡大という意
義を帯有しているのであるから，広い意味で
は，かかる制度が申告納税制度にとって重要
なものであるといえなくもない。ただし，国
外財産調書制度は確定申告の内容を担保する
という意味での機能は限定的なものであると
もいい得る。この点は，財産債務調書制度も
同様である。
　加算税制度を活用した優良な電子帳簿導入
への水向けはどうであろうか。これに関して

（10）最高裁昭和62年 5 月 8 日第二小法廷判決（集民151号35頁）は，「国税通則法六八条に規定する重加算税は、
同法六五条ないし六七条に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不
正な方法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課される行政上の措置であつて、故意に納税義務違反
を犯したことに対する制裁ではない」とする。前掲最高裁昭和45年 9 月11日第二小法廷判決も参照。

（11）最高裁昭和43年 3 月29日第二小法廷判決（集刑166号569頁）は，「所論重加算税は、ある程度過少申告者等
に対する制裁的意義を有する面を否定できないにせよ、その本質は、過少申告等による納税義務違反の発生
を防止し、もつて租税収入の確保を図る趣旨のもとに、行政機関の行政手続により租税の形式をもつて賦課
する行政上の措置に外ならず、これと本来の刑罰を併科したからといつて憲法三九条後段の規定に違反する
ものでない」とする。最高裁昭和33年 4 月30日大法廷判決（民集12巻 6 号938頁），最高裁昭和36年 7 月 6 日
第一小法廷判決（刑集15巻 7 号1054頁）も参照。
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は，さらに，申告納税制度の維持や発展とい
う意味からある程度距離を置いており，明確
に，電子帳簿保存法が許容する電子帳簿のう
ちでも優良な電子帳簿を奨励するという意味
を有しているものである。申告納税制度の維
持や発展という意味において，これまでは，
青色申告とそれ以外の申告との間に，加算税
制度における差異を設けてこなかったのにも
かかわらず，電子帳簿保存法においては，優
良な電子帳簿とそれ以外の電子帳簿の間に加
算税の取扱いにおける径庭を認めることに
なったのである。ここには明らかに，加算税
制度に政策的な色彩を加えたという点が認め
られるし，この辺りは従来の加算税制度の意
義に変容をもたらしていると観察することが
できる点である。
　かようなコンテクストの中では，今後，更
に加算税制度へ期待が寄せられることも考え
られよう。例えば，電子申告を推進する行政
的視角から，電子申告によって過少な申告と
なった申告誤りには加算税の軽減措置が施さ
れるが，紙の申告によってなされた申告誤り
の場合には軽減措置が適用されないとか，記
帳義務が履行されていない場合の加算税の加
重制度などが考えられよう。更なる制度の複
雑化と加重化が待っているのかもしれない。

Ⅲ 今後の議論

　既述のとおり，近時の改正の動向を前提と
すると，今後ますます加算税制度が複雑化す
ることが想定される中，同制度の在り方を
巡っては多くの議論が生じるところである
が，ここではそのうちの一部として，次のよ
うな議論されるべき問題点が生起される点を
指摘しておきたい。

1 　制度濫用論との議論の整理
　重加算税についていえば，国税通則法68条
�重加算税� 1項は，納税者による「隠蔽又
は仮装」があった場合についてのみ同加算税
の対象としているが，制度濫用があった場合
についてまでは規定されていない。簡単にい
えば，租税回避のケースへの重加算税の賦課
について，立法的手当てや解釈上の整理が必
ずしも十分についているとは思えない点につ
いての指摘である。
　卑近な例として，ヤフー事件最高裁平成28
年 2 月29日第一小法廷判決（民集70巻 2 号
242頁）を想起されたい。同最高裁は，「同条
〔筆者注：法人税法132条の 2〕にいう『法人
税の負担を不当に減少させる結果となると認
められるもの』とは、法人の行為又は計算が
組織再編成に関する税制（以下『組織再編税
制』という。）に係る各規定を租税回避の手
段として濫用することにより法人税の負担を
減少させるものであることをいうと解すべき
であり、その濫用の有無の判断に当たっては、
①当該法人の行為又は計算が、通常は想定さ
れない組織再編成の手順や方法に基づいた
り、実態とは乖離した形式を作出したりする
など、不自然なものであるかどうか、②税負
担の減少以外にそのような行為又は計算を行
うことの合理的な理由となる事業目的その他
の事由が存在するかどうか等の事情を考慮し
た上で、当該行為又は計算が、組織再編成を
利用して税負担を減少させることを意図した
ものであって、組織再編税制に係る各規定の
本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその
適用を受けるもの又は免れるものと認められ
るか否かという観点から判断するのが相当で
ある。」と説示したのである。
　これは，租税制度の濫用事例として整理さ
れるものであるが，このほかにも，例えば，
いわゆるりそな銀行事件最高裁平成17年12月
19日第二小法廷判決（民集59巻10号2964頁）
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も法人税法（平成10年法律第24号による改正
前のもの）69条�外国税額控除�の制度濫用
を認定した上で同控除の適用を否認してい
る。
　これらの判決や学説の動向を受けて，金子
宏教授が租税回避の定義に変更を加え，租税
制度の濫用も租税回避の定義内容に包摂した
こと（12）はあまりにも有名であるため，ここ
で詳述する必要はあるまい。本稿における問
題関心は，かような制度濫用があった場合に
ついては，必ずしも重加算税の対象とはされ
ていないものの，これらの濫用事例は，国外
財産調書制度や電子帳簿保存法の運用以上に
申告納税制度の維持発展を脅かすものである
ともいえることからすれば，隠蔽や仮装と並
べたところで，重加算税の対象となり得ると
の議論が展開されてもおかしくはないように

思われるところである（13）。

2 　インボイス制度導入に係る加算税の取扱い
　本年10月から施行されるインボイス制度に
ついては，これまでの消費税法上の取扱いに
大きな変革をもたらすことになろう。そうで
あるとすれば，例えば，不正なインボイスの
発行に係る加算税制度の取扱いなどが前広に
周知されるべきではなかろうか。

　 結びに代えて

　本稿は，近年の改正を受けた加算税制度か
ら浮かび上がる制度趣旨の変容と今後の展開
及び議論について検討を加えた。加算税制度
の理解に資するものとなれば幸いである。

（12）金子・前掲注（ 6）134頁。
（13）この点については，中央ロー・ジャーナルにおいて別稿を予定している。
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心に取り上げる（ 2 ）。

Ⅰ 加算税の概要

　過少申告加算税は，期限内申告書（還付請
求申告書を含む。）の提出後に修正申告書を
提出した場合や更正処分（以下，「修正申告等」
という。）があったときに，あらたに納付す
べきこととなった税額（増差税額）に対して
10％（期限内申告税額と50万円とのいずれか
多い金額を超える部分は15％）の税率で課さ
れる（国通65①②）。
　また，無申告加算税は，期限後申告書を提
出した場合や決定処分（以下，「期限後申告等」
という。）があった場合，その納付すべき税
額に15％（期限後の納付税額と50万円とのい
ずれか多い金額を超える部分は20％）の税率
で課される（国通66①②）（ 3 ）。

　加算税の要件は，国税通則法（以下，「国通」
という。）第 6 章第 2 節の第65条（過少申告
加算税），第66条（無申告加算税），第67条（不
納付加算税）および第68条（重加算税）に規
定されている。
　申告納税方式が適用される過少申告加算税
および無申告加算税は，法定申告期限内に申
告を正確にしなかったという申告義務違反に
対する行政上の制裁として課される行政罰の
一種である。一方，不納付加算税は，申告義
務違反ではなく租税の納付義務（源泉徴収納
付義務）違反に対して課される（ 1 ）。
　過少申告加算税，無申告加算税および不納
付加算税（以下，単に「加算税」と呼ぶ。）
については，一部又は全部が加算税の対象か
ら除かれ，あるいは軽減される措置が設けら
れている。加算税には加重措置もあるが本稿
のテーマは減免等であるから，いわゆる「正
当理由」と「更正予知」と呼ばれる論点を中

特集 3加算税減免の判断～正当な
理由や更正の予知等～
佐藤善恵◉税理士

（ 1 ）清永敬次『税法〔新装版〕』ミネルヴァ書房（2013）329頁参照。
（ 2 ）加算税の適用除外については，いわゆる関電事件（大阪地裁平成17年 9 月16日判決・税資255号順号10134）

を機に平成18年度税制改正で，期限内申告書提出の意思があったと認められる場合の無申告加算税を課さな
い旨の規定がおかれた（国通66⑦（令和 6 年 1 月 1 日以後は66⑨））。同18年度改正では，不納付加算税の期
限内納付の意思があったと認められる場合の適用除外（国通67③）も法定された。これは，無申告加算税と
同様の趣旨から設けられていた執行上の取扱いが，ほぼそのまま法律上の制度にまで引き上げられたもので
ある。松崎啓介『令和 4 年度版　コンメンタール国税通則法Digital』第一法規（税務・会計データベース）
2 巻3613頁参照。なお，文字数の関係からこれらは本稿では取り上げない。
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由があれば全部が免除される（国通66①但
書）。さらに，期限後申告等の後に修正申告
をする（これも無申告加算税の対象となる。）
場合において，その修正申告の段階で正当な
理由があるときは，その正当理由に係る部分
は加算税が免除される（国通66⑤（令和 6 年
1 月 1 日以後は66⑦））。
　そして，不納付加算税は，納税告知又は法
定納期限までに納付しなかったことについて
正当な理由があると認められる場合には適用
がない（国通67①但書）。つまり，全部免除
か否かである。

（2）要件の検討
　加算税の免除の要件に含まれる「正当な理
由」との文言からは，どのような事実関係が
あればこの要件に当たるのか一義的には定ま
らない。
　最高裁の示す解釈は次のようなものであ
る（ 5 ）。

　国税通則法65条 4 項にいう「正当な理
由があると認められる」場合とは，真に
納税者の責めに帰することのできない客
観的事情があり，過少申告加算税の趣旨
に照らしてもなお納税者に過少申告加算
税を賦課することが不当又は酷になる場
合をいう。〔下線は筆者〕

　実務的には税目ごとの加算税通達が具体例

　一方，不納付加算税には税額の多寡による
税率の加重はない。源泉徴収等による国税が
その法定納期限までに完納されない場合，要
するに 1 日でも納付が遅れた場合に原則とし
てその納付税額全体に一律10％を乗じて算出
される（国通67①）。
　加算税の税目は，計算の基礎となる税額の
属する税目の国税と規定されているが（国通
69），源泉徴収（不納付加算税）に係る所得
税および復興特別所得税と，それ以外（過少
申告加算税・無申告加算税）の所得税および
復興特別所得税は同一税目とは扱われな
い（ 4 ）。

Ⅱ 正当理由

（1）概要
　過少申告加算税は，「納付すべき税額の計
算の基礎となった事実のうちにその修正申告
又は更正前の税額（還付金の額に相当する税
額を含む。）の計算の基礎とされていなかっ
たことについて正当な理由があると認められ
るものがある場合」には，「その正当な理由
があると認められる事実に基づく税額」は，
過少申告加算税の額から控除される（国通65
④一）。
　そして，無申告加算税は，「期限内申告書
の提出がなかったこと」そのものに正当な理

（ 3 ）加算税は原則として，納税義務違反の程度に応じた税率が定められている。谷口勢津夫『税法基本講義〔第
7 版〕』弘文堂（2021）137頁参照。

（ 4 ）「申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）」（平
成12年 7 月 3 日付課所 4 -16ほか 3 課共同（最終改正：令和 4 年10月25日））（以下，「所得税加算税通達」と
いう。）第 2 の 5 （ 4 ）。

（ 5 ）最高裁平成18年 4 月20日第一小法廷判決・民集60巻 4 号1611頁。
（ 6 ）所得税加算税通達第 1 の 3 ほか。ただし，「源泉徴収制度の特殊性（いわば国の徴収事務を徴収義務者に代

替してもらっている等）から」，不納付加算税の通達における「正当な理由」は他税目と異なる取扱いとなっ
ているとの指摘がある。佐藤謙一「国税通則法65条 4 項の『正当な理由』を巡る問題点─裁判例の分析を通
して─」税大論叢53号（2007）105頁注釈（ 1 ）。
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を示しており，いずれの税目も基本的な趣旨
は同じである（ 6 ）。もっとも，正当な理由に
当たる事実の有無については立証責任が納税
者にあるとされているため（ 7 ），納税者にとっ
てのハードルが高いことは確かである。
　たとえば，税務署職員の誤指導は正当な理
由に当たり得るが（ 8 ），単に事前相談を経た
だけでは正当な理由として認められることは
ない（ 9 ）。
　また，最近，マンション販売業者のマンショ
ン購入時の課税仕入れが「課税売上げ対応」
か「共通対応」かが争われた事例では正当な
理由の有無についても争われていた。申告後
に法令解釈が明確化されたのか，納税者の解
釈に相当の理由があるのかといった点が争わ
れ，高裁では正当な理由が認められたが（10），
最高裁では一転認められなかった（11）。事実
関係の評価次第で判断が分かれた事例といえ
よう。

Ⅲ 更正の予知

（1）概要
　この制度の目的は，申告納税制度の普及・
定着を図るために自発的な修正申告を奨励す
ることである（12）。あるいは，古い判決だが
政府に手数をかけることなく自ら申告是正等
をした者に対する歓迎であると説明されるこ
ともある（13）。
　国税通則法平成28年度税制改正前は，更正
を予知したものではない修正申告（改正前国
通65⑤），決定を予知したものではない期限
後申告（改正前国通66⑤）あるいは告知を予
知したものではない源泉所得税の納付（改正
前国通67②）（以下，「自発的申告等」という。）
については，加算税の税率軽減又は免除（以
下，「税率軽減等」という。）が適用された。
要件を満たすと，過少申告加算税は免除，無
申告加算税は基本税率から10％軽減，不納付

（ 7 ）小柳誠「税務訴訟における立証責任─裁判例の検討を通して─」税大論叢50号（2006）341頁。
（ 8 ）高齢で税務知識がない納税者が，買い取り等の証明書等の関係資料を持参して税務署に数回出向いて相談

したという事例では，担当職員が法令の適用を誤って指導したとして正当な理由が認められた（国税不服審
判所平成17年11月22日裁決（非公表）沖裁（諸）平17-10）。

（ 9 ）たとえば，「担当職員がことさら強制誤導をするなどの特別の事情のない限り、納税者が事前相談を経たこ
とを理由に申告における納税義務者としての責任を免れるものではない」として，納税者の主張を認めなかっ
た事例など。岡山地裁平成 8 年 9 月17日判決・税資220号761頁。

（10）正当な理由を認めた高裁は，「……遅くとも平成17年頃には上記回答の見解を変更したことが窺われるが、
税務当局として、従来の見解を変更したことを納税者に周知するなど、これが定着するよう必要な措置を講
じるのが相当であったと解されるにもかかわらず、そのような措置を講じているとは認められない。」と判断
した（東京高裁令和 3 年 4 月21日判決（令和元年（行コ）第281号，同第282号））。

（11）正当な理由を認めなかった最高裁は，「税務当局は、遅くとも平成17年以降、本件各課税仕入れと同様の課
税仕入れを、当該建物が住宅として賃貸されること（その他の資産の譲渡等に対応すること）に着目して共
通対応課税仕入れに区分すべきであるとの見解を採っており、そのことは、本件各申告当時、税務当局の職
員が執筆した公刊物や、公表されている国税不服審判所の裁決例及び下級審の裁判例を通じて、一般の納税
者も知り得たものということができる。」と判断した（最高裁令和 5 年 3 月 6 日第一小法廷判決（令和 3 年（行
ヒ）第260号））。

（12）金子宏『租税法〔第24版〕』弘文堂（2021）906頁。
（13）大阪地裁昭和29年12月24日判決（昭和28年（行）第66号）。
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加算税は 5 ％軽減ということである。
　しかし，調査の連絡があった直後に修正申
告書や期限後申告書を提出することで多額の
加算税賦課を回避する事案が見受けられたた
め（14），その対応として平成28年度税制改正
で「調査通知がある前」という要件が加えら
れた（※）。結果，現在は，自発的申告等か否
かに加えて「調査通知」前後の違いによって
2 種類の税率軽減等の措置がある。
（※）調査の「事前通知」制度は，平成26

年度税制改正で設けられた。その通知項
目は，①実地調査を開始する日時，②調
査の場所，③調査の目的，④調査対象税
目，⑤調査対象期間，⑥調査対象となる
帳簿書類等および⑦その他政令で定める
事項である（国通74条の 9 ①一～七，国
通令30の 4 ）。なお，加算税の税率軽減
等に係る「調査通知」の範囲は，このう
ち④，⑤および質問検査を行う旨などの
一定の事項である。

　以下では，現在の無申告加算税の条文を取
り上げる（下線および記号は筆者）。

（ア）2 つの要件による税率軽減等（国通66①）

……納付すべき税額に百分の十五の割合
（期限後申告書又は第二号の修正申告書
の提出が，ⓐその申告に係る国税につい

ての調査があったことによりⓑ当該国税
について更正又は決定があるべきことを
予知してされたものでないときは，百分
の十の割合）を乗じて計算した金額に相
当する無申告加算税を課する。〔以下略〕

（イ） 3 つの要件による税率軽減等（国通66
⑥（令和 6 年 1 月 1 日以後は66⑧））

……，ⓐその申告に係る国税についての
調査があったことによりⓑ当該国税につ
いて更正又は決定があるべきことを予知
してされたものでない場合において，そ
の申告に係る国税についてのⓒ調査通知
がある前に行われたものであるときは，
……無申告加算税の額は，……当該納付
すべき税額に百分の五の割合を乗じて計
算した金額とする。

　無申告加算税の基本税率は15％であるが，
（ア）の要件（ⓐおよびⓑ）を満たせば10％
であり，（イ）の要件（ⓐ，ⓑおよびⓒ）を
満たせば 5 ％である。いずれの場合でもⓑの
要件（自発的申告等）を満たさなければ加算
税減免の措置は受けられない。
　事前通知の制度が定められた平成25年 1 月
1 日以後は，税務署職員が納税者と何らかの
接触をする際には，それが「税務調査」であ

（14）所得税加算税通達によれば，「臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、
原則として、『更正があるべきことを予知してされたもの』に該当しない。」（同通達第 1 の 1 の（注））。他税
目の加算税通達も同様。
　換言すれば，事前通知後から臨場調査前までに修正申告等があった場合は，自発的申告等として扱うのが
課税実務ということである。この解釈は平成28年度税制改正の前後で変更はない。したがって，28年改正前
は臨場調査の連絡直後に修正申告書を提出したときの過少申告加算税は零であった（同改正後は 5 ％であ
る。）。もっとも，臨場調査連絡前であっても「更正があるべきことを予知してされたもの」と判断された事
例はある。たとえば，調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は，更正があるべきことを
予知して提出されたものであると判断した事例（国税不服審判所平成14年 2 月25日裁決･裁決事例集63集37頁）

【TAINS J63- 1 -04】。取引先等に対する調査は「調査」に当たるとした事例（ルノアール事件）（東京高裁平
成14年 9 月17日判決・税資252号順号9191）【TAINS Z252-9191】。
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るか「行政指導」であるかをその納税者に明
示することとされたため，その「行政指導」
を経て申告等をした場合には自発的申告等と
扱われると説明されている（15）。しかし，ⓐ
の要件に係る「調査」には，実地調査だけで
なく，一般的に納税者の認知し得ない机上調
査等も含むと解する事例はある（16）。したがっ
て，現在も調査通知前において「調査により
更正等を予知した」と評価されるケースはあ
り得ると考える。

（2）要件の整理
　（a）～（f）のそれぞれの時点で期限後申
告書を提出した場合の要件該当性を検討す
る。時系列の流れとしては次頁線表図のとお
りである。なお，法令の要件のうち，納税者
あるいは外部から客観的に判断（認知）でき
る課税要件は線の上部に，そうでないものは
下部に示している。

（3）小括
　この規定は，①調査があったことにより

（ⓐ），②更正等があるべきことを予知してさ
れたものでない（ⓑ），といった 2 段階の要
件充足が必要（いわゆる「二段階要件説」）

と解するのが通説であり（19），多くの裁判例
も二段階要件説に基づき判断している（20）。
そして，更正等をいつ予知したかの判断に当
たっては，①調査着手説，②端緒把握説，③
具体額発見説といった考え方があるが，一般
的には端緒把握説が支持されている（21）。
　なお，更正決定があるべきことを予知して
されたものでないことの主張・立証責任は納
税者にある（22）。

Ⅳ おわりに

　現在の体系で加算税の規定が国税通則法に
おかれたのは，昭和37年 4 月国税通則法（法
律第66号）制定時である。その後，増差税額
50万円を超える場合の過少申告加算税の加重

（昭和59年度税制改正）（23）や，過少申告加算
税等の割合 5 ％引き上げ（昭和62年度税制改
正）などがあった。
　近年は加算税の改正が続いている。平成28
年度税制改正では，更正予知に関する要件が
2 段階となる条文改正があり（本稿Ⅲ（1）），
また，短期間に繰り返して無申告又は仮装・
隠ぺいが行われた場合の加重措置の規定が設

（15）国税庁「税務調査手続に関するFAQ（一般納税者向け）（平成28年12月改訂）」問 2 の回答。
（16）前掲注（14）参照。
（17）所得税加算税通達第 2 の 2 ほか。
（18）所得税加算税通達第 2 の 2 ほか。
（19）酒井克彦「加算税免除規定にいう『更正の予知』に関する一考察」税大ジャーナル 4 号（2006）43頁参照。
（20）佐藤善恵『判例裁決から見る加算税の実務〔第 2 版〕』税務研究会出版局（2018）40頁参照。なお，調査の

有無にかかわりなく納税者の予知だけを要件と捉える見解も存在する。
（21）酒井・前掲注（19）53頁参照。「基本的には、更正の予知の解釈に当たっては、端緒把握説が妥当するとし

つつも、調査着手説の考え方をも包含した解釈を採る立場に妥当性を見出し得る。」同55頁。
（22）東京高裁昭和61年 6 月23日判決・行集37巻 6 号908頁ほか。
（23）この改正前は，申告期限内にわずかでも申告していれば過少申告加算税は，増差税額に一律 5 ％であった

ため，無申告加算税10％との間に大きな違いがあった。そこで，申告漏れが大きい場合の税率加重を設けた
のである。一方，無申告加算税における申告漏れが大きい部分の加重は平成18年度税制改正で設けられた。
武田昌輔ほか『令和 3 年度版　会社税務釈義Digital』第一法規（税務・会計データベース） 9 巻5063頁，
5073頁参照。
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れた（24）。また，令和 5 年度税制改正では，
社会通念に照らして申告義務を認識していな
かったとは言い難い規模の高額な無申告につ
いて，無申告加算税の割合を加重する措置が
導入された（25）。

実地調査前に納税者が調査により更正
等を予知したと評価されるケース

実地調査中に納税者が調
査により更正等を予知し
たと判断されるケース

更正等を予知更正等
を予知

机上調査等

要件ⓐ

要件ⓐ

実
地
調
査
開
始

調
査
通
知

法
定
申
告
期
限

要件ⓒ

（a） （b） （c） （d） （e） （f）

調査通知前
調査通知後で
実地調査前

調査通知後で
実地調査後

要件ⓑ 要件ⓑ

《
客
観
的
に
判
断
可
能
》

《
客
観
的
に
判
断
困
難
》

（課税庁）実地調査（課税庁）実地調査

更生等
を予知
更正等
を予知

〈無申告加算税についてⓐ・ⓑ・ⓒの要件該当性と適用税率〉
期限後申告書の提出の時期 自発的な期限後申告か 無申告加算税の税率（括弧内は本税50万円超等の部分）

調査通知前
自発的（※ 1） （a） 5％ 66⑥
非自発的（※ 3） （b） 15％（20％） 66①②（※ 2）

調査通知後で
実地調査前

自発的 （c） 10％（15％） 66①括弧書，②
非自発的（※ 3） （d） 15％（20％） 66①②（※ 2）

調査通知後で
実地調査後

自発的（※ 4） （e） 10％（15％） 66①括弧書，②
非自発的 （f） 15％（20％） 66①②（※ 2）

〔条項番号は現在施行中のもの〕
（※�1 ）調査通知前の期限後申告は，原則として決定があるべきことを予知してされたものではない（自発的）
と扱われる（17）。

（※�2 ）臨場調査，その法人の取引先の反面調査又はその法人の申告書の内容を検討した上での非違事項の指摘等
により，その法人が調査のあったことを了知したと認められた後に期限後申告書が提出された場合のその期限
後申告書の提出は，原則として「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当するとして取り扱われる（18）。

（※�3 ）調査通知の制度が設けられていなかった頃の事例だが，国税局職員の金融機関調査によって法人（納税者）
に帰属する預金が発見され，それが金融機関から同法人（納税者）に通知されたケースでは，実地調査前だ
が自発的修正申告ではないと判断された（東京地裁昭和56年 7月16日判決・行集32巻 7号1056頁）。その他，
本稿注（14）参照。

（※ 4）実地調査が開始された後でも自発的修正申告と判断されるケースはある。
　増加償却の適用要件である届出書の提出を失念していた法人（納税者）は，実地調査当日の朝にそのこと
に気づいた。裁判所は，調査担当者が調査中に収集・検討していた資料は当該届出書提出の有無の端緒とな
る資料ではないとして調査中にされた修正申告は自発的修正申告であると判断した（東京地裁平成24年 9月
25日判決・判時2181号77頁）。

けられた。
　そして，令和 4 年度税制改正では，記帳義
務の適正な履行を担保し，帳簿の不保存や記
載不備を未然に抑止するために，過少申告加
算税および無申告加算税の加重措置が講じら
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　さらに，加算税の軽減・加重措置は，国税
通則法以外にもおかれている。まず，国外送
金等調書法である。これは，財産債務調書や
国外財産調書制度の導入時に，その適正な提
出に向けて税率の加重や軽減が定められた

（平成24年度税制改正）（26）。そして，電子帳
簿保存法である。これは，「優良な電子帳簿」
として，あらかじめその旨の届出書を提出し
た一定の国税関係帳簿に記録された事項に関
して生じる申告漏れについては，過少申告加
算税が 5 ％軽減される措置が講じられた（令
和 3 年度税制改正）（27）。
　加算税は，申告納税義務違反へのペナル
ティとして課されるものであり，その免除・
軽減あるいは加重措置は，当初から適正に申

告納税等した納税者間の客観的不公平の実質
的な是正を図り，納税義務違反等の発生を防
止するなどの趣旨によるものと解されてき
た（28）。
　この点に鑑みれば，財産債務調書等や優良
な電子帳簿に係る加算税の加重・軽減措置は，
伝統的な趣旨解釈を拡大させたといえるだろ
う。これらの措置は，申告納税義務違反の防
止ではなく，制度の遵守や定着が目的といえ
るからである。
　複雑化している加算税のインセンティブお
よびペナルティについては，趣旨・制度の周
知，さらに実務的な運用指針が十分に示され
ることが望まれる。

（24）令和 6 年 1 月 1 日以後に法定申告期限が到来する国税について適用（改正国通65④，66⑤）。
（25）納税額（増差税額）が300万円を超える部分の無申告加算税が30％（改正前20％）とされる（令和 6 年 1 月

1 日以後に法定申告期限が到来する国税について適用）（改正国通66③）。
（26）国外送金等調書法 6 の 2 ，6 の 3 ，国外送金等調書令12の 2 ～12の 4 ，国外送金等調書規15，16，別表第 3 ，

第 4 。
（27）ただし，申告漏れに重加算税対象がある場合には適用されない（電帳法 8 ④但書）。併せて，重加算税の加

重措置も講じられている（電帳法 8 ⑤，消法59の 2 ）。これらは令和 4 年 1 月 1 日以後法定申告期限が到来す
る国税について適用される（令和 3 年改正法附則12，82⑦⑧）。

（28）最高裁平成18年10月24日第三小法廷判決・税資256号順号10536ほか。
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③納税の告知を受けた場合において，その告
知により納付すべき国税をその法定納期限後
に納付するとき，④予定納税に係る所得税を
その法定納期限までに完納しないとき，⑤源
泉徴収等による国税をその法定納期限までに
完納しないとき，に課される（通法60①）。
　延滞税は，「私法上の債務関係における遅
延利息」に相当するものとされ，納付遅延に
対する民事罰・損害賠償の性質を有しており，
「期限内に申告しかつ納付した者との間の負
担の公平を図り、さらに期限内納付を促すこ
と」を目的としている（2）。
　判例においても，延滞税について「納付の
遅延に対する民事罰の性質を有し、期限内に
申告及び納付をした者との間の負担の公平を
図るとともに期限内の納付を促すことを目的
とするものである」と判示されている（3）。
　すなわち，本税の未納の税額の納付遅延を
理由として課される「遅延利子税」の役割を
有する附帯税である。
　延滞税は，納めるべき国税の未納税額に対
して課される附帯税である（通法60）。した
がって，行政罰的附帯税である過少申告加算

Ⅰ はじめに

　延滞税は，「納付行為に対する制裁」であり，
加算税は「申告行為に対する制裁」であると
位置づけられる（1）。
　加算税と延滞税は，「制裁」という意味で
の目的は同じであるといえるが，法的性質は
異なるものである。
　そこで，本稿において，加算税制度と延滞
税の関係について検討をしていく。

Ⅱ 延滞税について

1 ．延滞税の法的性質
　延滞税は，納税者が①期限内申告書を提出
した場合において，その申告書の提出により
納付すべき国税をその法定納期限までに完納
しないとき，②期限後申告書若しくは修正申
告書を提出し，又は更正若しくは決定を受け
た場合において納付すべき国税があるとき，

特集 4加算税制度と
延滞税の関係
田口　渉◉税理士

（ 1）品川芳宣『国税通則法の理論と実務』236-237頁・ぎょうせい・平成29年
（ 2）金子宏『租税法（第24版）』898頁・弘文堂・令和 3年。志場喜徳郎他『国税通則法精解（第17版）』711頁・
大蔵財務協会・令和 4年

（ 3）最高裁平成26年12月12日判決・判時2254号18頁（TAINS：Z777-2644）
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は，「法定申告期限後一年以上も経過した後
更正があったような場合又は源泉徴収等によ
る国税につき法定納期限後一年以上も経過し
た後強制徴収があったような場合には、法定
納期限にまで遡って延滞税を課することは必
ずしも適当といえない」ことにあるとされて
いる（5）。
　この特例については，①偽りその他不正の
行為により国税を免れ，又は国税の還付を受
けた納税者に対してその国税についての調査
があったことによりその国税について更正が
あるべきことを予知して修正申告書の提出が
あった場合，②偽りその他不正の行為により
国税を免れ，又は国税の還付を受けた納税者
に対してその国税に係る更正があった場合，
には適用とならない（通法61）。
　「偽りその他不正の行為」という悪質な行
為に基づいて発生した延滞税については，納
税者の延滞税負担の適正化を考慮する必要は
ないのである。税務調査の結果として，発生
する延滞税がこの特例の対象外となる場合に
は，税務調査官からその旨の宣言がなされる。

Ⅲ 加算税について

1 ．加算税の性質
　加算税としては，過少申告加算税・無申告
加算税・不納付加算税・重加算税がある。過
少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税
について，裁判例においてその性質として，
納税義務違反・申告義務違反に対する「行政
上の措置」として位置づけられる（6）。

税（通法65）・無申告加算税（通法66）・不納
付加算税（通法67）・重加算税（通法68）に
対しては，延滞税は課されない。その趣旨は
「行政罰に対してさらに遅延利子を付加する
ことを避けるという考慮と負担過重を避ける
という考慮」に基づいている（4）。

2 ．延滞税の計算
　延滞税については，法定納期限の翌日から
納付する日までの日数に応じた割合により延
滞税が課される（通法60②，措法94①）。
　法定納期限の翌日から 2か月を経過する日
までは，原則として年7.3％が課される。た
だし，令和 3年 1月 1日以後の期間は，年
7.3％と延滞税特例基準割合に 1 ％を加えた
割合のいずれか低い割合となる。
　法定納期限の翌日から 2か月を経過した日
以後については，原則として年14.6％が課さ
れる。ただし，令和 3年 1月 1日以後の期間
は，年14.6％と延滞税特例基準割合に7.3％を
加えた割合のいずれか低い割合となる。
　延滞税の計算においては，①期限内申告書
が提出されていて，法定申告期限後 1年を経
過してから修正申告又は更正があったとき，
②期限後申告書が提出されていて，その申告
書提出後 1年を経過してから修正申告又は更
正があったとき，③確定申告書を提出した後
に減額更正がされ，その後さらに修正申告又
は更正があったときには一定の期間を延滞税
の計算期間に含めない，という計算期間の特
例がある（通法61）。
　この特例は，納税者の延滞税負担を適正化
するための軽減措置である。その趣旨として

（ 4）志場他・前掲注（ 2）716頁
（ 5）志場他・前掲注（ 2）742頁
（ 6）過少申告加算税について最高裁平成18年 4 月20日判決・民集60巻 4 号1611頁（TAINS：Z256-10374）。無
申告加算税について大阪地裁令和 2年 6月 4日判決・税資270号順号13409（TAINS：Z270-13409）。不納付
加算税について東京地裁平成20年 7 月16日判決・税資258号順号10992（TAINS：Z258-10992）。
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　一方，重加算税については，隠蔽・仮装と
いう不正手段に基づいていることから，悪質
な納税義務違反の発生を防止し，もって申告
納税制度による適正な徴税の実現を確保しよ
うとする「行政上の制裁」として位置づけら
れる（7）。
　もっとも，加算税すべてが申告義務違反に
対する制度であることから，その本質的性質
は，行政罰である。

2 ．加算税の計算
　過少申告加算税は，期限内申告書が提出さ
れた場合において，修正申告書の提出又は更
正があったときは，納税者に対し，その修正
申告又は更正により納付すべき税額に10％
（期限内申告税額と50万円のいずれか多い額
を超える部分は15％）の割合を乗じて算出し
た金額を賦課する附帯税である（通法65①
②）。
　無申告加算税は，期限後申告書の提出若し
くは決定があった場合，又は，期限後申告書
の提出若しくは決定があった後に修正申告若
しくは更正があった場合に，その申告若しく
は決定又は修正申告若しくは更正により納付
すべき税額に15％（納税額が50万円を超える
部分は20％）の割合を乗じて算出した金額を
賦課する附帯税である（通法66①②）。
　不納付加算税は，源泉徴収等による国税が
その法定納期限までに完納されなかった場合
に，税務署長等が，納税の告知に係る税額又
はその法定納期限後に当該告知を受けること
なく納付された税額に対し，原則として10％
の割合を乗じて算出した金額を源泉徴収義務
者から徴収する附帯税である（通法67①）。

3 ．重加算税の賦課
　重加算税は，他の加算税である過少申告加
算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて
課されるものであるのでその制裁的な意味は
重いものとなっているといえる。
　過少申告加算税に代えて課される場合の重
加算税は，過少申告加算税が課される場合に
おいて，納税者がその国税の計算の基礎とな
るべき事実の全部又は一部を隠蔽・仮装して
納税申告書を提出していたときは，納税者に
対し，過少申告加算税に代えて計算の基礎と
なるべき税額に35％の割合を乗じて算定した
金額を賦課する附帯税である（通法68①）。
　無申告加算税に代えて課される場合の重加
算税は，無申告加算税が課される場合（調査
による更正又は決定を予知しないでされた申
告による場合を除く。）において，納税者が
その国税の計算の基礎となるべき事実の全部
又は一部を隠蔽・仮装して法定申告期限まで
に納税申告書を提出せず，又は法定申告期限
後に納税申告書を提出していたときは，納税
者に対し，無申告加算税に代えて計算の基礎
となるべき税額に40％の割合を乗じて算定し
た金額を賦課する附帯税である（通法68②）。
　不納付加算税に代えて課される場合の重加
算税は，不納付加算税が課される場合（強制
調査を予知しないでされた納付による場合を
除く。）において，納税者が事実の全部又は
一部を隠蔽・仮装して納付しなかったときは，
納税者から，不納付加算税に代えて計算の基
礎となるべき税額に35％の割合を乗じて算出
した金額を源泉徴収義務者から徴収する附帯
税である（通法68③）。

（ 7）最高裁平成 7年 4月28日判決・民集49巻 4 号1193頁（TAINS：Z209-7518）
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Ⅳ �加算税・延滞税をめぐる 
諸問題

1 ．延滞税の賦課決定の処分性と加算税賦課
決定

　延滞税については，「納税義務の成立と同
時に特別の手続を要しないで納付すべき税額
が確定する国税」（通法15③七）として位置
づけられている。延滞税は，税務署長等によ
る行政処分によって確定されるものではな
い。故に，国税通則法75条の対象となる「処
分性」はない。
　延滞税の賦課決定については処分性がない
ので，仮に加算税の減免事由である「正当な
理由」「更正の予知」が認められ，加算税の
賦課決定処分が取り消されたとしても，延滞
税の賦課決定には影響がない。
　裁判例（8）においても，「延滞税の納付義務
は、納付すべき税額をその法定納期限までに
完納しないときなどに法律上当然に発生する
ものであるから、法定申告期限までに本件相
続に係る相続税の申告をすることができな
かったことについて『正当な理由』があるか
否かは、延滞税の納付義務の成否を左右する
ものではない。」と判断されている。

2 ．延滞税・加算税の減免
（ 1）延滞税の免除について
　納税の猶予又は換価の猶予をした場合にお
いて，その猶予をした国税に係る延滞税の納
付が困難であると認められ，かつ，①納税者
の財産の状況が著しく不良であって，納期又
は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は
債務について軽減又は免除をしなければ，そ
の事業の継続又は生活の維持が著しく困難に

なると認められる場合において，その軽減又
は免除がされたとき，②納税者の事業等の状
況によりその延滞税の納付を困難とするやむ
を得ない理由があると認められるとき，には
税務署長等は免除することができる（通法63
③）。
①延滞税の納付困難
　延滞税の納付が困難と認められる場合と
は，納税の猶予又は換価の猶予に係る国税の
延滞税のうち，その徴収をしようとする時に
おいて納付することができないと認められる
延滞税の額をいう（通基通第63条関係 2）。
この判定は，免除しようとする時における納
税者の状況により行う（通基通第63条関係
5）。
②�財産の状況が著しく不良であることにより
債務免除がされた場合
　納税者の財産の状況が著しく不良である場
合とは，納税者が債務超過に準ずる状態に
至った場合をいう（通基通第63条関係 3）。
③�延滞税の納付を困難とするやむを得ない理
由
　延滞税の納付を困難とするやむを得ない理
由があると認められる場合とは，猶予に係る
国税について，不要不急の資産の処分，経費
の節減等の相当の努力をしたにもかかわら
ず，納税者の所有する財産が事業の継続又は
生活の維持に必要最小限のもの以外になく，
また，所得が少額で納付資金の調達が著しく
困難になっている，といったような事情があ
るために，その国税に係る延滞税の納付が困
難となっていると認められる場合をいう（通
基通第63条関係 4）。
（ 2）�国税通則法63条 6 項による延滞税の免

除
　国税通則法63条 6 項は，①納税者が先日付

（ 8）東京地裁令和 4年 2月25日判決（TAINS：Z888-2444）
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小切手等で納付委託した場合，納税貯蓄組合
員が納税貯蓄組合預金による納付委託した場
合の期日の翌日から納付があった日までの期
間に対応する延滞税（一号・二号），②震災
等により国税の納付行為ができない事由が発
生した場合，その事由が生じた日から消滅し
た日以後 7日間を経過した日までの期間に対
応する延滞税（三号）を税務署長等は免除す
ることができると規定している。
　そして，①②に類する場合として，交付要
求の場合（通令26の 2 一），換価執行決定が
された場合（通令26の 2 二），人為災害等の
場合（通令26の 2 三）が規定されており，こ
れらの場合にも税務署長等は対応する延滞税
を免除することができると規定している（通
法63⑥四）。
　実務上問題となるのは，「人為災害等の場
合」である。それでは，何をもって人為災害
等の場合に該当するのか。この点が争点と
なった裁決例・裁判例も多い。
　平成13年 6 月22日に示された「人為による
異常な災害又は事故による延滞税の免除につ
いて（法令解釈通達）」によれば，次のよう
な場合が該当するものとされている（9）。
①誤指導
　税務職員が納税者から十分な資料の提出が
あったにもかかわらず，納税申告等に関する
税法の解釈又は取扱いについての誤指導を行
い，かつ，納税者がその誤指導を信頼したこ
とにより，納付すべき税額の全部又は一部に
つき申告又は納付することができなかった場
合は該当する。ただし，納税者がその誤指導
を信じたことにつき，納税者の責めに帰すべ
き事由がある場合には認められない。
　なお，納税者の誤った税法の解釈に基づい
てされた申告等につき，事後の税務調査の際，

当該誤りを指摘しなかったというだけでは，
誤指導には当たらないとされる。
　この事由の認定に当たっては，指導時の状
況，誤指導の内容及びその程度，納税者の税
知識の程度等を総合して判断することに留意
することとされている。
②申告書提出後における法令解釈の明確化等
　税法の解釈に関し，申告書提出後に法令解
釈が明確化されたことにより，その法令解釈
と納税者の解釈とが異なることとなった場合
又は給与等の支払後取扱いが公表されたため
その公表された取扱いと源泉徴収義務者の解
釈とが異なることとなった場合において，そ
の法令解釈等により既に申告又は納付された
税額に追加して納付することとなった場合
で，かつ，その納税者の解釈について相当の
理由があると認められる場合は該当する。
　ただし，税法の不知若しくは誤解又は事実
誤認に基づく場合は該当しない。
③申告期限時における課税標準等の計算不能
　既に権利は発生しているが，具体的金額が
確定しない課税標準等があることにより，納
付すべき税額の全部又は一部につき申告又は
納付することができなかった場合は該当す
る。
④振替納付に係る納付書の送付漏れ等
　納税者から口座振替納付に係る納付書の送
付依頼がされている国税について，その国税
に係る納付書を指定の金融機関へ送付しな
かったこと，その納付書を過少に誤記したこ
と又は過大に誤記したことにより，納付すべ
き税額の全部又は一部につき納付することが
できなかった場合は該当する。
　上記①～④に類する場合以外であっても，
人為による納税の障害により納付すべき税額
の全部又は一部につき申告又は納付すること

（ 9）国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/010622/01.htm
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ができなかった場合で，その人為による納税
の障害が生じたことにつき納税者の責めに帰
すべき事由がないことが認められれば，延滞
税は免除される。個別事案によった判断がさ
れるということではある。
（ 3）加算税の免除事由である「正当な理由」
　各種の加算税において，「正当な理由があ
る場合」には免除される旨が規定されている
（通法65④一・同66①・同67①）。
　この正当な理由を認めた裁決例・裁判例は
少ない（10）。
　正当な理由の判断については，判例（11）で
「『正当な理由があると認められる』場合とは、
真に納税者の責めに帰することのできない客
観的な事情があり、上記のような過少申告加
算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過
少申告加算税を賦課することが不当又は酷に
なる場合をいうものと解するのが相当であ
る。」と判示されている。つまり，納税者にとっ
て加算税の賦課が「不当・酷」であるか否か
が判断基準となる。そして，この判断につい
ては，「真に納税者の責めに帰することので
きない客観的な事情」の存在が必要となる。
　したがって，税実務上，実際に「正当な理
由」が認められるのは，よほどの事情が存在
している場合に限られて，相当にハードルが
高い，といえる。

　また，最近においてはネット情報も充実し
ており，電子申告の手続きも，スマートフォ
ンによる申告が可能となっている。現代の環
境下においては，より一層，「正当な理由が
認められる事情」は狭まってきているといえ
る。

Ⅴ �加算税と延滞税の 
あり方について

　延滞税は民事罰的な制裁であり，加算税は
行政措置・制裁である，という位置づけは，
それぞれの役割分担を示した分類である。両
者とも，納税者を対象とする制裁の制度であ
る点では共通している。
　実際，税制改正において，延滞税の計算や
加算税の軽減加重措置に関しての改正が行わ
れている。令和 5年度税制改正で織り込まれ
た「高額な無申告に対する無申告加算税の見
直し」や「繰り返し行われる無申告行為に対
する無申告加算税の見直し」といった改正は，
納税コンプライアンスを高める有効な改正で
あるといえるが，一面において税制度として
複雑化してしまっているともいえる。
　税実務上もっとも重要なことは，「租税は
正しく納めるべきである」という当然の納税
者意識の促進である（12）。

〔参考文献〕
・鴻秀明『附帯税の減免措置』清文社　平成26年
・鹿志村裕　熊王征秀　嶋協　藤曲武美『早わかり税制改正の
すべてQ＆A（令和 5年度）』中央経済社　令和 5年

・木山泰嗣『国税通則法の読み方』弘文堂　令和 4年
・佐藤善恵『判例裁決から見る加算税の実務』税務研究会出版
局　平成27年

*　　　　*　　　　*

（10）正当な理由として認めた事案として，譲渡所得に関しての税務職員の誤指導によるものとして認めた長崎
地裁昭和44年 2 月 5 日判決（TAINS：Z056-2400），報酬の源泉徴収義務について納税者の問い合わせに対して，
何ら原処分庁の指導が行われなかったことにつき不納付加算税における正当な理由を認めた国税不服審判所
昭和55年 3 月11日裁決（TAINS：J19- 1 -02）がある。

（11）前掲注（ 6）最高裁平成18年 4 月20日判決
（12）柿原勝一「加算税制度が納税者の税務コンプライアンスに及ぼす影響」税大論叢105号79頁・令和 4年
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・大規模企業（売上高2,000万ドル超）：AUD 
1,375 

・特別グローバル企業（売上高10億ドル以上
の 企 業 グ ル ー プ に 属 す る 企 業 ）：AUD 
137,500

②延滞税
　未納税額に対して，国が定める利息率（2023
年 4 月現在10.46％）で延滞税が発生する。
（2）中国
①無申告加算税
・税務当局は裁量により，未納税額の50%以

上500%以下に相当する無申告加算税を課
すことができる。

・無申告加算税の賦課決定およびその金額は
税務当局の裁量に左右されることになる
が，納税者が自発的に情報を開示すること，
行為を自認することは，無申告加算税の低
減の要因となる。その一方で，納税者に恣
意性が認められた場合には，無申告加算税
は増額される。

②延滞税
　未納税額に対して，0.05%の延滞税が納付
期限以後，日ごとに発生する。
（3）香港
①無申告加算税
・無申告が初回の場合，納税額の10%に相当

する無申告加算税が課される。
・無申告が 2 回目以降の場合，無申告加算税

Ⅰ はじめに

　日本では令和 4 年度税制改正により，記帳
水準の向上に資する観点から，記帳義務の適
正な履行を担保し，帳簿の不保存や記載不備
を未然に防止するため，無申告加算税および
延滞税の加重措置が講じられた。本稿では，
諸外国における無申告加算税および延滞税の
制度について解説を行う。

対象国
（1）オーストラリア，（2）中国，（3）香港，（4）
インドネシア，（5）インド，（6）韓国，（7）
マレーシア，（8）ニュージーランド，（9）フィ
リピン，（10）シンガポール，（11）台湾，（12）
タイ，（13）アメリカ，（14）イギリス

Ⅱ  諸外国における無申告加算
税，延滞税の取扱い

（1）オーストラリア
①無申告加算税
　申告期限以降，28日ごとに以下の無申告加
算税が課される。
・中規模企業（売上高100万〜2,000万ドル）：

AUD 550

特集 5諸外国における制度

小出一成◉KPMG税理士法人 パートナー 税理士
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（6）韓国
①無申告加算税
・納税額の20％または無申告所得の0.07％の

うち，いずれか高い金額が無申告加算税と
して課される。

・仮装もしくは隠ぺいによる無申告であると
みなされた場合，納税額の40％または無申
告所得の0.14％のうち，いずれか高い金額
が無申告加算税として課される。

・所得を過少に申告した場合，過少申告所得
金額の10％の無申告加算税が課される。

②延滞税
　未納税額に対して，納付期限以後， 1 日ご
とに0.022%の延滞税が発生する。
（7）マレーシア
①無申告加算税
・RM 200以上20,000以下の無申告加算税が

課される。 1 年間無申告であった場合，未
納税額の 3 倍に相当する無申告加算税が課
される。

・ 2 年以上無申告であった場合，RM 1,000
〜 20,000に加え，未納税額の 3 倍に相当す
る特別加算税が課される。

・国別報告書を提出しない企業は有罪判決を
受ける場合がある。

②延滞税
　未納税額に対して，10%の延滞税が課され
る。
（8）ニュージーランド
①無申告加算税
　提出されていない申告の種類によって無申
告加算税は以下のとおりとなる。
・所得申告：NZD 500
・付加価値税（Goods Service Tax）申告：

NZD 250
・雇用収入情報申告：NZD 250
　督促状の発行から30日以内に応答がない場
合，以下の加算税が課される。
・ 課 税 口 座（Imputation Credit Account）

の額が増額される。
②延滞税
・未納税額に対して， 5 ％の延滞税が発生す

る。
・延滞期間が 6 ヵ月超の場合は，上記に追加

してさらに10％の延滞税が課される。
（4）インドネシア
①無申告加算税
　未納税額と同額もしくは最大で未納税額の
2 倍に相当する無申告加算税が課される，ま
たは， 3 ヵ月から 1 年の禁固刑となる。
②延滞税
・未提出の申告書 1 件につきIDR 100,000（付

加価値税Value Added Tax申告の場合は
1 件につきIDR 500,000）の延滞税が課さ
れる。

・未納税額について税務当局の裁量により，
納付期限から実際の支払いが行われるま
で，最大24ヵ月間で延滞税が発生する。

（5）インド
①無申告加算税
　未提出の申告書の種類によって無申告加算
税に相当する金額は以下のとおりとなる。
・法人税の無申告加算税：INR 5,000
・過少申告加算税：納税額の50％相当額もし

くはそれ以下（恣意的な過少申告とみなさ
れた場合，納税額の200％相当額もしくは
それ以下）

・移転価格国別報告書の無申告加算税：INR 
100,000 

・国際取引の申告を行っていない，もしくは，
国際取引の移転価格に係る文書を保存しな
かった場合：納税額の 2 ％の無申告加算税

②延滞税
・未納税額に対して，納付期限以後， 1 ヵ月

ごとに 1 %の延滞税が発生する。
・所得の過少申告を行った場合，最大で納税

額の50％相当額の延滞税が課される。



ZEIKEN-2023.7（No.230） 55

適
正
な
申
告
納
税
の
実
現
と
加
算
税
制
度

特集

年次申告：NZD 250
・ 複 数 税 率 型 ポ ー ト フ ォ リ オ 投 資 法 人
（Multi-rate Portfolio Investment Entity）
申告書：NZD 250

・ 住 宅 地 源 泉 所 得 税（Residential Land 
Withholding Tax）申告書：NZD 250

　上記に加え，過少申告の場合，過少申告の
理由により納税額の20%以上150%以下に相
当する過少申告加算税が課される。
②延滞税
　未納税額に対して，納付期限以後，超過期
間によって，以下の延滞税が課される。
・ 1 週間以内： 1 %
・ 1 週間超で 1 ヵ月以内： 4 %
・ 1 ヵ月超： 1 ヵ月ごとに 1 ％（上記の 4 ％

に加算される）
（9）フィリピン
①無申告加算税
・未納税額の25%に相当する無申告加算税が

課される。
・無申告が恣意的または脱税を企図したもの

とみなされた場合，未納税額の50%に相当
する無申告加算税が課される。

・上記に加え，納税者は刑事訴追を受けるこ
ととなるが，刑事訴追に代えて，PHP 
1,000以上50,000以下の加算税を支払うこと
を選択することができる。

②延滞税
　未納税額に対して，年12%の延滞利息が課
される。
（10）シンガポール
①無申告加算税
・過去の申告状況によってSGD 5,000以下の

無申告加算税が課される。支払期限までに
無申告加算税が支払われない，もしくは，
申告書が提出されない場合，起訴される場
合がある。

・申告期限から 2 年以上申告書が提出され
ず，有罪判決を受けた場合，未納税額の 2

倍の無申告加算税およびSGD 5,000以下の
無申告加算税が課される。

②延滞税
・未納税額に対して， 5 %の延滞税が課され

る。
・上記の延滞税が課された日から60日経過し

ても未納である場合，60日目以降 1 ヵ月ご
とに未納税額の 1 %（最大で12％）に相当
する延滞税が課される。

（11）台湾
①無申告加算税
　未納税額の20％に相当する無申告加算税

（NT 4,500以上90,000以下）が課される。
②延滞税
・未納税額に対して，納付期限の30日後から延

滞税が発生する（利率は郵便貯金 1 年定期
預金の固定金利率に基づいて計算される）。

・未納税額に対して，10％の延滞税（NT 
1,500以上30,000以下）が課される。

・未納税額に対して，納付期日以降， 3 日ご
とに 1 %の延滞税が発生する。未納期間が
30日を過ぎる場合，強制執行を受けること
となる。

（12）タイ
①無申告加算税
・ 法 人 所 得 税 申 告， 付 加 価 値 税（Value 

Added Tax）申告，特別企業税（Special 
Business Tax）申告，源泉所得税申告が
無申告となっている場合，未納税額の 2 倍
に相当する無申告加算税およびTHB 2,000
以下の罰金が別途賦課される。

・移転価格文書を提出しない場合，THB 
200,000以下の罰金が別途賦課される。

②延滞税
・未納税額に対して，納付期限以後， 1 ヵ月

ごとに1.5%（最大で未納税額）に相当する
延滞税が課される。

・付加価値税，特別企業税および法人所得税
申告の場合，納税額の 2 倍に相当する延滞
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税が課される。
・中間法人所得税が無申告となっている場

合，未納税額に対して，納付期日以降，1 ヵ
月ごとに1.5%（最大で20%）に相当する延
滞税が課される。

（13）アメリカ
①無申告加算税
・申告期限以後， 1 ヵ月ごとに納税額の 5 %
（最大で25%）に相当する無申告加算税が
課される。

・申告期限から60日以上申告書の提出が遅れ
ている場合，上記の無申告加算税の下限は
USD 435，または未納税額に相当する金額
のうち，いずれか低い金額となる。

・無申告加算税と延滞税が同月同時に課され
た場合，双方の合計額は未納税額の 5 %が
限度額となるため，その月の無申告加算税
から減額される。

・合理的な理由により納税義務を果たせない
場合，無申告加算税や延滞税を免除する宥
恕規定が存在する。

②延滞税
・未納税額に対して，納付期限以降，延滞税

が発生する。国が定めた短期利息率に 3 %
基本利息を加算したものとなる。なお，
2023年 4 月現在，10%となっている（ 7 %
＋ 3 %基本利息）。

・納付期日以降， 1 ヵ月ごとに未納税額の
0.5%（最大で未納税額の25％相当額）に相
当する延滞税が課される。

・内国歳入庁が発行した財産差し押さえに関
する通知書の発行以降10日以内に応答がな
い場合，上記の延滞税の税率0.5%が 1 %と
なる。

（14）イギリス
①無申告加算税
　申告期限を過ぎても無申告となっている場
合，未納税額がなくても申告書 1 件ごとにGBP 
100（ 3 年連続で無申告の場合はGBP 500）

の無申告加算税が課され，申告期限を過ぎた
期間により，申告書 1 件ごとに課される無申
告加算税の金額は以下のとおりとなる。
・ 3 ヵ月以上：GBP 200となる（ 3 年連続で

無申告の場合はGBP 500）。
・ 6 ヵ月以上：上記の金額に納税額の10％を

加算したものとなる。
・12ヵ月以上：上記の金額に納税額（申告期

限から 6 ヵ月後の時点）の10％をさらに加
算したものとなる。

②延滞税
・無申告加算税の通知発行日から30日以内に

加算税が支払われない場合，未納税額に対
して，納付期日以降，延滞税が発生する。
イギリス中央銀行が定めた利息率に2.5%基
本利息を加算したものとなる。2023年 4 月
現在，6.75%となっている（4.25%＋2.5%基
本利息）。

・四半期分割払いの場合，利息率は中央銀行
が定めた利率に 1 %を加算したものとなる。
この利率は，会計期間中の分割払いの支払
期日から通常支払期日まで適用される。

Ⅲ おわりに

　諸外国の無申告加算税と延滞税の制度調査
と各国比較を進めるなかで，各国の法制化の
歴史，文化・習慣等を考慮した制度が存在す
るが，適正な申告納税と記帳義務の適正な履
行を担保するという観点では，日本の諸制度
は税務当局の行政上の裁量が認められておら
ず，決して厳しい制度とまでは言い切れない
と考えている。日本の法制化に際して，各国
比較に関する情報が検討の一助となれば幸い
と考えている。

出典：KPMG Global Corporate Tax Handbook 
2022/2023


